
増改築補助、改造補助の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 帯広市ユニバーサルデザイン住宅補助金 

 
 

 帯広市では、毎月第２・第４水曜日の午後１時から４時まで、ユニバーサルデザイン

住宅に関する相談会を開催しています。※相談会の５日前（平日）までに、電話または

建築開発課窓口にて予約が必要です。 

 

相談会には 

 理学療法士、作業療法士、一級建築士、保健師などの方々が専門の立場によりご相

談をお受けします。 

 お住まいの間取りがわかる図面等をお持ちになってお越しください。 

住 宅 相 談 会 

住宅相談会にて、帯広市ユニバーサルデザインアドバイザーのアドバイス及び現地調査に

基づいて計画されたもので、下記の工事が対象となります。 

■増改築補助 

将来にそなえ便利で安全、安心できる住宅となるよう、一部増築を行い、その部分をユ

ニバーサルデザイン設計指針に基づき計画した工事 

■改造補助 

在宅身体障害者、介護を要する高齢者の自立を助け、介護する方の負担を軽減するため

に行う住宅の改造工事 

 

《以下の工事は補助の対象となりません》 

１．老朽化による工事 

２．暖房、冷房等の空調に関する工事 

３．断熱工事 

   （対象工事により新たに設置された設備の凍結防止に関するものは除く） 

４．内装工事（対象工事に必要な部分は除く） 

５．照明工事（対象工事により室の用途を変更及び増築された部分を除く） 

６．過去に帯広市ユニバーサルデザイン住宅建設貸付及び住宅改造補助を受けた住宅 

７．介護保険の住宅改修費を受けようとする工事 

 

※増改築補助の申請者は、対象住宅に居住している住宅の所有者です。 

  工事後に居住する空家も対象になります。共同住宅、借家は対象になりません。 

※改造補助の申請者は、対象住宅に居住している方で、住宅の所有者、又は、住宅所有者

から改造の承諾を受けた方です。 

  工事後に居住する空家も対象になります。共同住宅、借家も対象になります。 

令和５年度 

 増改築補助及び改造補助を申請したい方は、住宅相談会にて相談を受け、その後現地

調査を受けていただく必要があります。 

 日時、相談会場については、事前にご確認ください。 

新築補助 増改築補助 改造補助

便利で安全、安心できる新
築住宅を計画している方に
補助

便利で安全、安心できる住
宅へ増改築する方に補助

在宅身体障害者、身体機能
の低下した高齢者・世帯の
方に補助

身体障害者福祉法で定める
１・２級の身体障害者手帳
の交付を受けている方
または

介護保険法に基づく要介護
者・要支援者

ユニバーサルデザイン設計
指針に基づき増築改修する
住宅

ユニバーサルデザイン設計
指針に基づき改造する住宅

施工業者

市内に事務所もしくは営業
所を有し、建設業法による
許可を受け建設工事を請け
負う事業者

補助内容 ２０万円　（一律） 最大２０万円　(補助率５０％) 最大４０万円　(補助率８０％)

申請期限

その他

目的

帯広市高齢者・身障者等対応住宅設計指針（ユニバーサルデザイン設計指針）に基づく居住環境
の整備に必要な資金を補助することによって、良好で快適な生活ができる住宅を普及促進しま
す。

対象者

市区町村民税を滞納していない方（納税状況によって対象となる場合があります）

　　　　　　　　所得※1を基に計算した規定金額※2の世帯総額が５５０万円以下

※1 所得とは、会社員などの場合は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となります。
※2 規定金額とは、所得に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合に、給与所得の金額
　　又は公的年金等所得の合計額から10万円を限度に控除した額となります。

暴力団員でない方

― ―

予算枠に達するまで

・申請額が予算額に達した時点で受付を終了します 。
・申込みから補助金の受取りまでを同じ年度で行っていただきます。（完了期限3月15日）

・補助額は補助対象工事費（消費税除く）に補助率をかけた金額です。
　端数が生じる場合、千円未満は切り捨てとなります。
・増改築補助と改造補助は、同時に併せて利用できます。

対象住宅

帯広市内にユニバーサルデ
ザイン設計指針に基づき新
築する住宅

現に対象者が居住している住宅

改造工事後 居住する空家

昭和５６年５月３１日以前に建築された住宅（旧耐震基準の住
宅）で木造軸組工法により建築されたものについては、「無料
耐震簡易診断」を受けなければならない。

建設業等を営む方で、市内に事業所、営業所を有する法人又は
市内に住所を有する個人




